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（確定版）

「弁護士の在り方」に関する審議の取りまとめ

平成１２年１０月６日

平成１２年２月８日（第１２回審議会 、同月２２日（第１３回審議会 、同年７月７日） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）、第２４回審議会 同年８月８日 夏期集中審議 同年同月２９日 第２８回審議会

同年９月１日（第２９回審議会）における各審議結果をはじめとして、当審議会において

「弁護士の在り方」に関して行われた諸般の調査審議に基づき、以下のとおり、現時点で

の意見を取りまとめる。

第１ 弁護士制度改革の基本理念

１ 弁護士制度改革の位置づけ

、「 」 、当審議会は 二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割 を踏まえて

「国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方と

その機能の充実強化 （司法制度改革審議会設置法第２条第１項参照）のための諸改革」

の一環として弁護士制度改革を取り上げた。

制度とその担い手とは、その一方の在り方が他方の在り方に影響を及ぼし、相乗的に

制度運営の実務の在り方を規定する。両者の改革は一体不可分の関係にある。それゆえ

「いかに理想的な制度ないし仕組みを描いたとしても、それを実際に担う人的基盤の整

備を伴わなければ、機能不全に終わることは明白である （ 論点整理」１０頁 。こと」「 ）

に弁護士が「法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている （ 論点整理」」「

７頁）こと、代理人・弁護人として、裁判手続の内外において法的正義を実現すべき責

務を負っていることに鑑みれば、弁護士制度の改革は、今次の司法制度改革ことに人的

な基盤整備を企図する諸改革の中でも、主要かつ基底的な課題である。

同時に、弁護士制度改革の諸課題は、法曹養成制度、裁判官制度、国民の司法参加、

各種訴訟手続、 などの諸制度と密接かつ有機的に関連している。弁護士制度改革ADR
の在り方は、これらの関連する諸制度の改革の在り方を見据えつつ、その内容・方向性

を検討しなければならない。

２ 弁護士の役割と制度改革の理念

弁護士の役割(1)
社会における弁護士の役割は 「国民の社会生活上の医師 （ 論点整理」４頁 、すな、 」「 ）

わち 「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する （弁護士法第１条第１項）との使命、 」

に基づき、国民にとって「頼もしい権利の護り手」であるとともに 「信頼しうる正義、

の担い手」として、高い質の法的サービスを提供することにある。

弁護士は、かかる役割を果たしながら、これからの日本社会の中で 「国民一人ひと、

りが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として…多
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」（「 」 ）、 、様な生活関係を積極的に形成・維持していく 論点整理 ４頁 その営みに協力し

これを支えていくべき立場にある。

そのためには、弁護士は、今後、その活動領域を大幅に拡大しながら、あるいは統治

主体としての国民の社会生活上の諸活動の伴侶、あるいは企業の「経済活動におけるパ

ートナー 、あるいは国家社会の公的部門の担い手など、さまざまな姿で国民に奉仕す」

ることをとおして、一層身近で、親しみやすく、頼りがいがあって信頼できる存在であ

るべく、自らを厳しく鍛え上げていかなければならない。

ことに、今後、国家・社会の公的な場への国民の旺盛な参加が期待されることを踏ま

えれば、参加を奨励し、実効化させて、生き生きとこれを発展させるには、弁護士が、

その有する専門的な知見をわかりやすい言葉と論理で語り、国民との間で実質的なコミ

ュニケーションを形成することが必須の要請となる。弁護士は、法律実務の専門家とし

て国民に奉仕する存在であるとの発想を徹底させるとともに、かかるコミュニケーショ

ンを可能とする技能を飛躍的に向上させなければならない。

弁護士制度改革の理念(2)
当審議会は、今後、高度化・多様化・複雑化・広範化することが予想される日本社会

の法的需要に十分に対応できる、より高い質の職務を遂行しうる資質・能力を持った弁

護士を、より多く社会に供給できるようにするために、そして、弁護士がその役割にし

たがって十分に機能を発揮できるようにするために、弁護士制度に所要の改革を行う必

要があると考える。

改革の具体的な処方箋を作るにあたっては、これまで弁護士制度が日本社会全体の在

り方との関係で歴史的にどのように位置づけられ、どのように機能してきたのか、今後

いかにあるべきかという大局的視点と、そのために個々の制度をどのように改めていく

かという視点とを、適切に交差させつつ、これを行わなければならない。

第２ 弁護士制度改革各論

Ⅰ 弁護士制度改革の人的側面

１ 弁護士の質的・量的な抜本的拡充

基本的な考え方(1)
当審議会がつとに指摘するように 「法の支配の理念を共有する法曹が厚い層をなし、

て存在し、相互の信頼と一体感を基礎としつつ、国家社会のさまざまな分野でそれぞれ

固有の役割を自覚しながら、幅広く活躍することが司法を支える基盤となる （ 論点整」「

理」１１～１２頁）のであり、かかる法曹のあり方が確保されてはじめて、司法は、２

１世紀のわが国社会において求められる役割を果たすことができる。法曹ことに弁護士

を質的にも量的にも抜本的に拡充することは急務である。

弁護士の数は、国民の法的正義へのアクセスをあまねくかつ十全に保障するとの目的

をもって、社会の法的需要の動態に即応し、法曹養成にかかる諸制度の養成能力を絶え
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ず向上させる努力を払いながらも、その到達段階を踏まえ、利用者たる国民の立場で論

ぜられるべきものである。

弁護士・弁護士会は、司法試験合格者数を法曹間の協議で決定することを当然とする

かのごとき発想から脱却し、上記の見地から導かれる国民が必要とする数の弁護士につ

き、その質の確保・向上に積極的に取り組まなければならない。

弁護士・弁護士会は、弁護士の職務活動の質が、これからの日本社会の変化・発展に

相応しながら、利用者たる国民の求めるところを十分に満たし、かつ、不断に向上して

いくように、自ら最大限の努力を傾注する責務を負う。

弁護士人口の大幅な増員(2)
「我が国の法曹人口は先進諸国との比較において、その総数においても、また司法試

験を通じて誕生する新たな参入者数においても、極めて少ない状況ある。加えて今後の

法曹需要はますます多様化・高度化することが予想され、これに応えるべく法曹人口の

大幅な増加を目指す必要がある （平成１２年４月２５日、当審議会「法曹養成制度の」

在り方に関する審議の状況と今後の審議の進め方について 「Ⅱ 基本認識 。」 」）

これを受けて当審議会は、平成１２年８月８日 「現在検討中の法科大学院（仮称）、

構想を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、計画的にできるだけ早

期に、年間３０００人程度の新規法曹の確保を目指していく 」との取りまとめを行っ。

た。

弁護士人口の大幅な増加は喫緊の課題であり、弁護士・弁護士会は、この取りまとめ

を実現するための諸施策の円滑な実施に積極的に貢献しなければならない。

２ 公益性に基づく社会的責務の実践等

「頼もしい権利の護り手 （ 当事者性 ）で、かつ「信頼しうる正義の担い手 （ 公」「 」 」「

益性 ）であるべき弁護士は、後者の役割（公益的役割）に由来する社会的な責務を負」

。 、 、「 」っている 弁護士の公益性は 当事者主義訴訟構造のもとで 頼もしい権利の護り手

としての精力的な訴訟活動を通じて正義の実現を図ることをもって具現化するが、それ

に限られず、法廷外の諸種の職務活動にも公益性の要請は及ぶ。公益性に基づく弁護士

の社会的な責務とは、弁護士が 「公」すなわち公衆・社会に対し、正義の実現に責任、

を負うということであり（弁護士法１条１項参照 、その責務の具体的な内容やその実）

践の態様にはさまざまなものがありうる。

社会における弁護士の役割と機能が重くなればなるほど、弁護士が公益性に基づく社

会的責務を果たすことへの社会的な期待も大きくなる。この期待に十分に応えることが

。 、弁護士に対する国民の信頼の源泉でもある 弁護士制度改革の主要な課題の一つとして

弁護士の公益的側面の機能の充実強化を図る必要がある。

以上の認識および以下の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

① 弁護士の社会的責務の具体的な内容やその規範的な意義については、弁護士制

度を含む司法制度全体およびこれに関連する諸制度の在り方などの検討を踏まえ

つつ、一層の明確化を図る必要がある。

② 弁護士の社会的責務の中でも重要なものとして さし当たり 公衆への奉仕 プ、 、 （「

」 、 ）、 、ロボノ 活動その他 国民の法的サービスへのアクセスの保障 公務への就任
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後継者養成への関与などが考えられ、これらの積極的な実践が求められる。

③ 弁護士は 「信頼しうる正義の担い手」としての社会的責務を一層主体的に捉、

えるため、その意識改革を推し進めなければならない。この作業は同時に 「頼、

もしい権利の護り手」としての自覚を弁護士に迫るものであり、弁護士は、社会

の広範・多様なニーズにより積極的かつ的確に対応するよう、自らの在り方を点

検しその意識改革に取り組まなければならない。

④ 公益性に基づく社会的責務の実践を確保しこれを発展させるために、弁護士・

弁護士会の主体的な努力が期待されるとともに、これを支える制度の整備も急務

である。今後、かかる弁護士の活動を促進・担保するために所要の措置が講じら

れるべきであり、当審議会は、その具体的な方策についてさらに調査審議を進め

ることとする。

３ 弁護士の活動領域の拡大

法の支配の理念を有する弁護士が社会の隅々に進出し、個人や法人の代理人・弁護人

としての活動にとどまらず、公的機関、国際機関、非営利団体（ ）そして民間企業NPO
などに帰属して多様な機能を発揮しその健全な運営に貢献することは、これからの日本

社会の在り方として望ましいものと考える。それは、単に利用者のニーズを充足するに

とどまらず、これら領域で、法の求めるところのものが実効性をもって機能するように

なる（ 法の血肉化 ）という積極的な意義を有するものである。「 」

今後、弁護士の活動領域の大幅な拡大を図る必要がある。

以上の認識および以下の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

① 弁護士の活動領域の拡大を進める見地から、弁護士法３０条による兼職等の制

限についてはこれを自由化する方向で同条の見直しを行うべきものと考える。

② 弁護士法３０条の見直しに当たっては、同法３０条１項による公職就任の制限

と同条３項の営業等の許可制とを区別して、それぞれについて自由化の在り方を

検討すべきである。

４ 弁護士と隣接法律専門職種との関係・企業法務などとの関係

弁護士と隣接法律専門職種との関係については、今後、弁護士人口の大幅な増加とそ

の活動領域の拡大を図ることを前提として、当面の国民の法的需要をいかに充足するか

という短期的な問題と、将来、上記の弁護士制度の改革が現実化する段階での、弁護士

以外の法律専門職種の在り方をどのようにするかという中・長期的な問題とを分けて、

これを論ずべきである。

短期的な問題としては、弁護士人口の大幅増員等の改革を今後進めていくにしても、

、 、国民の権利擁護に不十分な現状は直ちには解消しないこと等に鑑み 利用者の視点から

各隣接法律専門職種を個別的にとらえて、それぞれの業務内容や業務の実情、業務の専

門性、人口や地域的な配置状況、その固有の職務と法律事務との関連性に関する実情や

、 、その実績等を実証的にとらえた上で 信頼性の高い能力担保制度を講ずることを前提に

それによって担保される能力との関係で、訴訟手続への関与を含む一定の範囲・態様の

法律事務の取り扱いを認めることを前向きに検討すべきである。その具体的な方策につ
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いて、当審議会においてさらに調査審議を進めることとする。

中・長期的な問題、すなわち、弁護士制度改革が現実化する将来において、弁護士以

外に法律専門職種を設けてこれに法律事務の取り扱いを認める必要性・合理性をいかに

考えるかとの点については、これからの司法（法曹）の在り方をどのように考えるか、

、 、その下で国民の法的正義へのアクセスをいかに充足させるか という広い視点に立って

、 、 、一方で それぞれの法律専門職種の制度趣旨や機能 それぞれの固有の専門性の意義を

他方で、法的サービスの利用者の利便とその権利保護の要請を踏まえ、多角的にこれを

検討すべきである。

、 、 。また こうした検討と関連して 企業法務などとの関係についても検討すべきである

以上の認識および以下の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

① 弁護士と隣接法律専門職種その他の専門資格者による協働については、ワンス

トップ・サービス（総合的法律経済関係事務所）を実現し、依頼者の利便の向上

を図る観点から、積極的にこれを推進し、その実効を上げるための措置を講ずべ

きである。

② 弁護士法７２条の規制については、同条の制度趣旨・機能を踏まえながら、上

述の隣接法律専門職種の活用を検討する見地も含め、今後の在り方を検討する。

③ こうした検討と関連して、企業法務等が行う法律事務の位置づけ、特任検事、

副検事、簡裁判事の経験者の位置づけ、行政訴訟の指定代理人制度のこれからの

在り方についても検討する。

５ 弁護士の国際化／外国法事務弁護士等との関係

「世界に展開する個人や企業等の安全とその権利をいかにして保護していくのか、い

かにして公正で活力ある世界市場を構築し、効果的な通商戦略をもって参入していくの

か、さらに、人権問題や環境問題等の地球的課題や国際犯罪等の問題にどのように取り

組んでいくべきなのか、といった課題に直面している」もとで、我が国は 「公正な国、

際的ルールの形成・発展に積極的にかかわっていかなければならない。…法的プロフェ

ッションたる司法（法曹）が、国民の権利の実現に寄与し、国際的ルールの形成・運用

にさまざまな形でかかわっていく必要が大きい （ 論点整理」５頁）といわなければな」「

らない。

「 、 、社会・経済の国際化の進展により 国際的な法的紛争が増大しつつあることに加え

我が国社会がルールを重視する透明で開かれたものとなることは国際的な要請でもあ

る。そのことからも、司法制度改革は国際的視点を抜きに論ずることはできない。そし

て、我が国は…国際的ルールや法制度の国際的調和の動きなどに受動的に対応するにと

どまるのではなく、いわば『顔の見える国』として、国際的ルールの形成・発展に積極

的に参画することが求められており、諸外国への法整備支援体制の在り方や、国際仲裁

法制の整備等国際的紛争を円滑に解決する方策をも検討する必要がある （ 論点整理」」「

１２頁）と考える。

今後、個人の活動領域においても、また、企業の活動領域においても、今後、国際的

な法律問題が量的に増大し、かつ、内容的にも複雑・多様化することは容易に予想され

るところであり 「国民の権利の実現に寄与し、国際的ルールの形成・運用にさまざま、

な形でかかわっていく」ことのできる能力を持った弁護士を日本社会が潤沢に確保する
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必要性があることは明らかである。

以上の認識および以下の改革の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

① 弁護士人口の大幅増員、弁護士事務所の執務体制の強化、弁護士の国際交流の

推進、他の隣接法律専門職種や外国法律事務弁護士等との提携・協働を進める等

により、弁護士が、国際化時代の法的需要を十二分に満たすことのできる質の高

い法律サービスを提供できるようにすべきである。

② 外国法事務弁護士や外国弁護士に関する制度およびその運用の見直しについて

は、国際的議論も睨みつつ、利用者の視点からの臨機かつ十分な検討が必要と考

えられる。

③ アジア等の発展途上国に対する法整備支援については、引き続き積極的にこれ

を推進すべきである。

Ⅱ 弁護士制度改革の制度的側面

１ 弁護士へのアクセスの拡充（弁護士過疎や経済的理由等によるアクセス障害の解消）

「国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができるようにするため…何よ

りも、法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている弁護士へのアクセスの

拡充を図らなければならない （ 論点整理」７頁 。」「 ）

「現状では、弁護士に気軽に相談し、利用できる状況にはなっておらず、また、社会

経済の各領域にわたる多様な法的サービスのニーズに十分対応できる状態になく、司法

への国民のアクセスを阻害する一因となっている。その背景には、弁護士人口の不足、

弁護士の地域的偏在、弁護士報酬の予測困難性、弁護士の執務態勢や専門性の未発達、

広告規制等による情報提供の不足等々の事情があるものと考えられる （ 論点整理」７」「

～８頁 。）

弁護士へのアクセス障害の解消は、弁護士・弁護士会の社会的責務である。

あらゆる地域・分野のあらゆる人々の法的正義へのアクセスが実質的に保障されてい

ることは、司法制度が国民のための存在であるための前提的要請である。弁護士・弁護

士会は国民の法的正義へのアクセスをあまねく保障すべき責務を負う。

弁護士を利用しようとする者は、高度の専門性を有する弁護士の中から、依頼事項に

ふさわしい弁護士を適切に選択し、ニーズに即した質の高い法的サービスの提供を容易

に受けられることを望んでいる。身近で、親しみやすく、頼りがいがあって、信頼でき

る存在となるために、弁護士・弁護士会は、かかる需要に全力をあげて応えなければな

らない。

弁護士人口を大幅に増加させるとともに、弁護士過疎、経済的理由によるアクセス障

害、弁護士に関する情報の不足、依頼内容の高度化・専門化への対応の不十分性等の問

題を解消するために早急に必要な措置が講じられなければならない。

以上の認識および以下の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

法律相談活動等の充実(1)
① 法律相談センターや公設事務所の設置を進め、法律相談の充実を図る。

② 上記①に関連して、弁護士・弁護士会の一層の自主的努力が期待されるととも
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に、地域への司法サービスを拡充する見地から、国または自治体において一定の

財政的負担を行うことも含め、これらの制度運営にかかる経費等の負担の在り方

について検討する。

③ 上記①の公設事務所の設置については、その目的・運営主体・運営方法等の在

り方、法律扶助制度や現在検討中の被疑者・被告人の公的弁護制度等との関係な

どを検討する。

弁護士費用（報酬）の透明化・合理化(2)
① 弁護士報酬について、利用者にわかりにくい、事前予測が困難である等の指摘

があることを踏まえ、弁護士報酬の透明化・合理化を進めるための諸般の工夫が

施されるべきである。

② 弁護士会は、弁護士報酬規定について、これが競争制限的に作用するおそれの

ないよう十分留意しつつ、上記①の見地から一層の見直しを行うこと。

③ 弁護士会は、弁護士の依頼者に対する報酬説明を充実・徹底する方策を検討す

ること。

弁護士情報の公開(3)
当審議会は、平成１２年１０月に施行される予定の弁護士広告の原則自由化を評価す

るとともに、その適正な運用のために、弁護士会において、引き続き所要の取り組みを

行うべきものと考える。

① 弁護士会は、第三者評価の導入の要否を含め、利用者に有益な弁護士の専門分

野や実績等についても広告対象とする方向で、そのための具体的な方策を検討す

ること。

② 弁護士およびその業務の在り方が国民・利用者の司法へのアクセスや司法機能

の在り方を直接的に左右する面があることに鑑み、弁護士会は、弁護士の専門分

野等の情報提供その他弁護士に関わる情報の開示を一層強化すること。

職務の質の向上・執務態勢の強化(4)
弁護士の職務の質の向上とその執務態勢の強化を図る必要性は高い。その観点から、

法律事務所の共同化・法人化・専門性の強化・協働化・総合事務所化等が積極的に進め

られなければならない。当審議会は、法律事務所の法人化に関し、既往の閣議決定等を

踏まえ、平成１２年度中に所要の立法措置が行われることを期待する。

① 法律事務所の共同化・法人化・専門性の強化・協働化・総合事務所化等を実効

的に推進するための方策が講じられるべきである。

② 複数事務所の設置禁止（弁護士法２０条３項）は、法人制度の導入に伴い、見

直される必要がある。

③ 弁護士は、社会の多様化・複雑化する法的需要に応えるため、その専門性を強

化すべきであり、それに必要な具体的方策を検討すること。

④ 弁護士会は、弁護士の継続教育を一層充実させ、その実効化を図るために、継

続教育を受けることを弁護士の責務として明確に位置づけることを含め、それに

必要な具体的方策を検討すること。

⑤ 弁護士会は、弁護過誤訴訟の活性化に必要な方策を検討し、弁護士賠償責任保
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険の普及を図ること。

２ 弁護士倫理の強化と弁護士自治

弁護士の職務の質を確保・向上させて国民がより充実した法的サービスを享受できる

ようにするとともに、弁護士倫理の強化その他弁護士の職務の質に対する国民の信頼を

強化し、ひいて司法（法曹）全体に対する国民の信頼を確固たるものにするためには、

弁護士およびその職務の質に関する指導・監督その他の事務にかかる弁護士会の自律的

権能が実効的かつ厳正に行使されなければならず、このことは、弁護士会の国民に対す

る責務である。

弁護士倫理、弁護士倫理に関する教育、弁護士に関する苦情の処理、綱紀・懲戒に関

、 、する諸手続など 質の確保・向上にかかる弁護士会の諸権能の行使の在り方については

これら制度の自律的運営の厳正さとその実効性およびこれに対する国民の信頼を確立・

強化し、手続の透明化、国民に対するアカウンタビリティの実行、それらの運営・運用

への国民参加など国民の意思の反映等の要請に応えるため、弁護士会は、所要の改革に

取り組まなければならない。

以上の認識および以下の方向性等については大方の意見の一致が見られた。

① 弁護士倫理の強化その他弁護士の職務の質の確保・向上のため、弁護士会の自

律的権能を厳正に行使し、弁護士自治を一層実効あらしめる見地から、弁護士会

は、弁護士およびその職務の質に関する指導・監督を強化し、指導・監督その他

の事務を実効的かつ国民に開かれ透明性の高い形で遂行するために必要な具体的

な措置を講ずること。

② 上記①の見地に基づき、弁護士会は、その運営への国民参加など、国民の意見

を一層反映させ、これに対するアカウンタビリティを果たすために必要な具体的

な方策を検討すること。

③ 弁護士およびその職務の質の確保・向上を図るため、弁護士会は、法曹養成の

全過程において、それを構成する諸制度が適正・円滑に運営されるよう、所要の

貢献を行う責務を負うこと。

④ 法曹養成および継続教育において倫理教育を重視することとし、弁護士会は、

その実効性を確保する方策を検討すること。

⑤ 弁護士会は、苦情処理を適正化するために具体的な方策を講ずること。

⑥ 弁護士会は、綱紀・懲戒手続の一層の透明化・迅速化・実効化のためにこれら

制度及び運用の見直しを行うこと。

以上


